
四天王寺東高等学校同窓会会則 

 第一章 総 則 

第一条  名  称 

本会は四天王寺東高等学校同窓会と称し四天王寺東高等学校・四天王寺東中学校内に事務所を置く 

 第二章 目 的 

第二条  目  的 

本会は母校立学の精神に則り、智徳の向上錬磨を計りかつ会員相互の親睦と母校の発展に寄与する

ことを目的とする 

第三条  事  業 

本会はその目的を達成するために、次の事業を行う 

1．会員名簿の整備 

2．会報などの発行 

3．母校の教育事業の後援 

4．その他の目的達成に必要な事業 

 第三章 会 員 および 幹 事 

第四条  会  員 

本会は次の会員を以て組織する 

1．名誉会員：現職の理事・校長 

2．特別会員：母校現職員並びに旧職員 

3．正 会 員：母校卒業生 

4．準 会 員：（第八章・第二十一条該当者） 

第五条  会  費 

本会正会員は卒業に際して入会金を納める 会費は六千円とする 

必要に応じて臨時会費を徴収する 

第六条  幹  事 

1．幹事：正会員各期においてそれぞれ互選する 

2．各期における幹事の人数：若干名 

第七条  幹事の職務 

主として同期生の連絡を計る 

 第四章 役 員 

第八条  役  員 

本会に次の役員を置く 

1．名誉会長 1名 

2．会  長 1名 

3．副 会 長 1名 

4．常任幹事 若干名 

第九条  役員の選出 

役員の選出は次の手続によるものとする 

1．名誉会長：現職の校長を推す 

2．会  長：正会員の幹事中より互選する 

3．副 会 長：正会員の幹事中より互選する 

4．常任幹事：正会員および特別会員中においてそれぞれ互選する 



第十条  役員の職務 

1．会長は本会を代表し、会務を総理する 

2．副会長は会長を補佐し、会長差支えのある場合は、その職務を代理する 

3．常任幹事は本会の重要な事項に参与し、かつ会務を処理する また会長の委嘱または互選に

より会計・書記・会計監査に就任し、それぞれの職務を分掌する 

第十一条 役員の任期 

本会の役員の任期は原則として 2年間とする ただし留任を妨げない 

 第五章 会 議 

第十二条 総  会 

     総会は年一回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る 

第十三条 役 員 会 

      1．役員会は必要に応じて会長の招集により随時開催する 

      2．役員会は会長・副会長並びに常任幹事で構成する 

      3．役員会で、第三条 事業に基づく計画を立案し、総会に報告する 

 第六章 地方支部 

第十四条 地方支部 

      1．本会は地方支部を設けることが出来る 

      2．地方支部を設けたときはその状況などを本会に連絡する 

      3．地方支部規定は別に定める 

 第七章 会 計 

第十五条 会計年度 

     本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる 

第十六条 予  算 

     当該年度の予算は役員会で立案し総会に報告する 

第十七条 経  費 

     本会の経費は入会金並びに臨時会費及び寄付その他の収入をもってあてる 

第十八条 監  査 

     会計年度終了後収支計算を明らかにし、会計監査の監査を受け総会に報告し承認を受けなければ 

ならない 

 第八章 その他 

第十九条 会則の変更 

     会則は必要に応じて変更することが出来るが、総会の同意を得なければならない 

第二十条 会   費 

     すでに納入された会費、寄付金等は還付しない 

第二十一条 準 会 員 

     母校に在学し転学などの理由で卒業に至らなかった者は、希望により入会金を納入して準会員にな

ることが出来る 

 

附則   1 本会則は令和 2年 3月 2日制定施行する 

     2 本会則は令和 2年 4月 1日改正施行する 


